
告 
 

示 

  
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

 
 

学
校
法
人
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院 

二 

事
業
の
種
類 

 
 

浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
小
学
校
・
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
中
学
校
・
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
高
等
学

校
美
園
移
転
新
築
事
業 

三 

起
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
大
崎
字
浅
間
入
、
大
字
大
門
字
西
浦
及
び
大
字
玄
蕃
新
田

字
本
田
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

 
 

本
申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る

と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

イ 

法
第
二
十
条
第
一
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
小
学
校
・
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
中
学
校
・
浦

和
ル
ー
テ
ル
学
院
高
等
学
校
美
園
移
転
新
築
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。 

 
 

 

浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
小
学
校
、
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
中
学
校
及
び
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
高

等
学
校
（
以
下
「
当
学
院
」
と
い
う
。
）
は
、
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
で
あ
り
、
本
事
業
は
、
法
第
三
条
第
二
十
一
号

に
掲
げ
る
学
校
に
該
当
す
る
。 

 
 

 

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ロ 

法
第
二
十
条
第
二
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

 

当
学
院
は
、
学
校
法
人
聖
望
学
園
が
昭
和
二
十
八
年
に
埼
玉
県
内
で
唯
一
の
私
立
小
学
校

と
し
て
聖
望
学
園
小
学
校
を
設
置
し
、
そ
の
後
、
昭
和
三
十
八
年
に
聖
望
学
園
浦
和
中
学
校
、

昭
和
四
十
五
年
に
聖
望
学
園
浦
和
高
等
学
校
を
設
置
し
た
後
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
に
学

校
法
人
聖
望
学
園
か
ら
分
離
独
立
し
、
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
学
校
法
人
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
と
し
て
埼
玉
県
知
事

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号



の
認
可
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
学
院
を
設
置
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

 
 

 

本
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
一
日
開
催
の
学
校
法
人
浦
和

ル
ー
テ
ル
学
院
第
二
百
五
回
理
事
会
に
お
い
て
承
認
を
得
て
い
る
。 

 
 

 
ま
た
、
本
事
業
に
必
要
な
用
地
取
得
費
及
び
事
業
費
に
つ
い
て
も
財
政
措
置
を
講
じ
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
起
業
者
で
あ
る
学
校
法
人
浦
和
ル
ー
テ
ル
学
院
は
、
本
事
業
を
遂
行
す

る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 

し
た
が
っ
て
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ハ 

法
第
二
十
条
第
三
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

⑴ 

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

 
 

 
 

当
学
院
で
は
、
複
数
の
教
員
が
一
つ
の
科
目
に
対
し
て
役
割
を
分
担
し
、
協
力
し
合
い

な
が
ら
指
導
を
行
う
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
、
十
二
年
間
一
貫
教
育
、
週
五
日
制
、
小

学
校
か
ら
の
英
語
教
育
、
国
際
交
流
な
ど
、
現
在
で
は
公
立
学
校
で
も
取
り
入
れ
始
め
て

い
る
特
色
あ
る
教
育
を
長
く
実
施
し
て
き
た
。
ま
た
、
障
が
い
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
、

接
し
方
へ
の
理
解
を
深
め
、
自
己
及
び
他
者
へ
の
思
い
や
り
や
愛
情
に
つ
い
て
深
く
認
識

で
き
る
よ
う
、
平
成
二
年
か
ら
埼
玉
県
立
浦
和
特
別
支
援
学
校
と
年
間
三
回
の
児
童
交
流

会
を
続
け
て
い
る
。 

 
 

 
 

当
学
院
に
は
計
九
棟
の
建
物
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
校
舎
や
屋
内
運
動
場
棟
な
ど
六
棟
の

建
物
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
耐
震
基
準
が
定
め
ら
れ
た
昭
和
五
十
六
年
五
月
以
前
に
建
設

さ
れ
て
い
る
た
め
、
起
業
者
は
、
こ
れ
ら
六
棟
に
つ
い
て
平
成
十
九
年
度
に
耐
震
診
断
調

査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
調
査
し
た
建
物
六
棟
の
う
ち
屋
内
運
動
場
棟
を
除
く
五
棟

の
建
物
に
対
し
て
耐
震
補
強
が
必
要
と
診
断
さ
れ
た
。 

 
 

 
 

こ
の
た
め
、
補
強
計
画
案
を
立
案
し
、
こ
の
補
強
計
画
案
に
基
づ
い
て
耐
震
診
断
調
査

報
告
書
を
作
成
し
て
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
社
団
法
人
埼
玉
建
築
設
計
監
理
協
会
既
存

建
築
物
耐
震
性
能
判
定
委
員
会
に
判
定
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
年
四
月
二
十
四

日
付
け
既
存
建
築
物
耐
震
性
能
判
定
票
に
お
い
て
耐
震
診
断
調
査
報
告
書
は
適
正
で
あ
る

と
判
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
本
館
棟
の
地
耐
力
度
が
不
明
確
な
た
め
、
補
強
設
計
時
に
地

耐
力
度
を
確
認
す
る
必
要
性
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
か
ら
本
館
棟
付
近
の
載
荷
試
験
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
本
館
棟
の
一
部
に
は
地
耐
力
が
設
計
基
準
の
三
分
の
二
し
か
満
た
し
て
い
な

い
箇
所
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

 
 

 
 

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
、在
籍
す
る
児
童
生
徒
の
安
全
確
保
を
最
重
要
課
題
と
位
置
付
け
、

全
て
の
校
舎
が
耐
震
基
準
を
満
た
す
た
め
の
方
策
を
比
較
検
討
し
た
。 

 
 

 
 

ま
ず
、
現
在
地
に
お
い
て
地
盤
改
良
や
耐
震
補
強
を
行
う
場
合
、
本
館
棟
を
残
し
た
ま

ま
そ
れ
を
支
え
る
地
盤
を
補
強
す
る
こ
と
は
、
技
術
的
に
非
常
に
困
難
で
あ
る
上
、
隣
接

す
る
道
路
へ
の
損
傷
等
の
影
響
も
懸
念
さ
れ
る
。
建
替
え
の
場
合
、
本
館
棟
は
、
隣
接
す



る
三
棟
と
繋
が
っ
て
い
る
た
め
、
各
棟
単
独
で
の
建
替
え
は
困
難
で
あ
り
、
一
度
に
建
て

替
え
る
範
囲
が
広
範
囲
に
及
ん
で
し
ま
う
。
ま
た
、
耐
震
補
強
や
建
替
え
に
は
仮
設
校
舎

の
建
設
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
在
地
の
敷
地
は
狭
く
、
周
辺
に
は
住
宅
や
店
舗
等
が
密
集

し
て
い
る
た
め
、
近
隣
に
仮
設
校
舎
用
の
土
地
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

 
 

よ
っ
て
、
現
在
地
で
の
耐
震
補
強
や
建
替
え
等
は
不
可
能
な
た
め
、
学
院
の
移
転
新
築

を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
り
、
本
事
業
の
施
行
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

本
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
児
童
生
徒
の
学
校
生
活
に
お
け
る
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
、
現
在
例
外
的
に
遠
隔
地
に
あ
る
荒
川
河
川
敷
を
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て

使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、本
事
業
で
は
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
設
置
す
る
計
画
で
あ
り
、

教
育
環
境
は
飛
躍
的
に
改
善
さ
れ
る
。 

 
 

 
 

な
お
、
移
転
後
は
、
埼
玉
県
が
推
進
す
る
み
ど
り
の
学
校
フ
ァ
ー
ム
を
設
置
し
、
近
隣

農
家
の
援
農
に
寄
与
で
き
る
よ
う
な
取
組
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
学
院
の

施
設
や
人
材
を
活
用
し
た
地
域
公
開
講
座
も
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

非
常
災
害
時
に
地
域
住
民
の
一
時
避
難
所
と
し
て
の
機
能
も
備
え
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

地
域
へ
の
貢
献
も
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

⑵ 

失
わ
れ
る
利
益 

 
 

 
 

起
業
地
の
一
部
に
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
九
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
（
鶴
巻
西
遺
跡
）
が
一
箇
所
存
在
す

る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日
付
け
で
起
業
者
か
ら
さ
い
た
ま
市
教
育
委
員

会
へ
「
埋
蔵
文
化
財
発
掘
の
届
出
に
つ
い
て
」
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
さ
い
た
ま
市
教
育

委
員
会
が
同
年
十
二
月
五
日
に
試
掘
・
確
認
調
査
を
実
施
し
た
。 

 
 

 
 

そ
の
結
果
、
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
平
成
二
十
五
年
一
月
四
日
付
け
教
生
文
第
三
千
十
八
号
で
「
土
木
工
事
等
に
つ

い
て
は
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
た
め
、
慎
重
に
施
工
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
の
回

答
を
得
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
起
業
者
に
お
け
る
工
事
施
工
中
に
文
化
財
を
発
見
し
た
場

合
に
は
、
現
状
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
、
さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会
に
報
告
し
、

協
議
の
上
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
起
業
地
内
に
は
、
重
要
な
動
物
の
分
布
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

 
 

 
 

し
か
し
な
が
ら
、
周
辺
地
域
に
お
け
る
オ
オ
タ
カ
の
営
巣
が
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、

二
次
草
地
に
重
要
な
植
物
種
が
生
育
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
起
業
者
は
、

自
然
環
境
調
査
を
実
施
し
た
。 

 
 

 
 

そ
の
結
果
、
オ
オ
タ
カ
の
営
巣
に
つ
い
て
は
起
業
地
の
南
側
約
五
百
メ
ー
ト
ル
で
二
例



確
認
さ
れ
た
が
、
起
業
地
内
の
営
巣
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
起
業
地
内
に
は
オ
オ

タ
カ
の
営
巣
可
能
な
樹
木
は
分
布
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
事
業
に
伴
う
影
響
は
ほ
と

ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
過
去
の
営
巣
地
が
起
業
地
か
ら
離
れ
た
北
側
地
域
で
確
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
起
業
地
内
の
北
側
に
は
樹
木
を
配
置
し
、
建
築
物
出
現
に
よ
る

影
響
を
緩
和
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
希
少
な
植
物
に
つ
い
て
は
、
カ
ワ
ヂ
シ
ャ
及
び
ア
ゼ
テ
ン
ツ
キ
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
起
業
地
内
に
移
植
地
を
確
保
し
、
移
植
に
よ
り
保
全
す
る
こ
と
と
し
た
。
移
植
に

あ
た
っ
て
は
、
専
門
家
の
助
言
を
受
け
、
適
正
な
移
植
時
期
等
に
留
意
の
上
、
こ
れ
ら
の

種
の
埋
土
種
子
を
採
取
し
、
乾
燥
保
存
し
た
後
、
工
事
完
了
後
の
移
植
地
整
備
後
に
播
種

を
行
う
。
播
種
後
は
生
育
状
況
を
定
期
的
に
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
散
水
や
施
肥
を
行

う
な
ど
、
適
切
に
生
育
管
理
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

こ
れ
ら
の
対
策
に
よ
り
、
本
事
業
が
希
少
な
動
植
物
に
与
え
る
影
響
は
極
め
て
軽
微
で

あ
る
と
考
え
る
。 

 
 

⑶ 

事
業
計
画
の
合
理
性 

 
 

 
 

耐
震
補
強
が
必
要
と
診
断
さ
れ
た
建
物
を
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
放
置
す
る
と
、
災
害
時

に
は
校
舎
の
倒
壊
や
一
部
破
損
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
児
童
生
徒
の
生
命
に
危
険
が

及
ぶ
こ
と
は
も
と
よ
り
、
当
学
院
の
み
な
ら
ず
、
近
隣
住
民
や
道
路
使
用
者
の
利
益
を
著

し
く
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
繰
り
返
し
増
改
築
を
行
っ
た
結
果
、
避
難
経
路
が
複

雑
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
円
滑
な
避
難
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
災
害
で
強
度
の
低
下
し
て
い
る
校
舎
付
近
に
児
童
生
徒
を
待
機
さ
せ
る
こ
と
は
非
常

に
危
険
で
あ
り
、
校
庭
は
児
童
生
徒
の
一
時
的
避
難
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
な
い
。 

 
 

 
 

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、
在
籍
す
る
児
童
生
徒
の
安
全
の
確
保
を
最
重
要

課
題
と
位
置
付
け
、
地
盤
改
良
、
校
舎
の
建
替
え
、
耐
震
補
強
等
、
全
て
の
校
舎
が
耐
震

基
準
を
満
た
す
た
め
の
方
策
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
移
転
新
築
に
よ
る
方
法
以
外
は
、

社
会
的
、
経
済
的
、
技
術
的
に
施
工
が
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
本
事
業
に
必
要
な
用
地
に

つ
い
て
は
必
要
最
小
限
の
範
囲
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
起
業
者
は
起
業
地
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
三
箇
所
の
候
補
地
を
選
定
し
て

総
合
的
な
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①
小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校

の
三
つ
の
学
校
に
求
め
ら
れ
る
設
置
基
準
上
の
必
要
面
積
が
確
保
で
き
る
こ
と
、
②
現
在

地
か
ら
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で
十
分
程
度
の
距
離
に
あ
り
、
埼
玉
高
速
鉄
道
線
浦
和
美
園
駅
か

ら
約
一
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
在
校
生
の
生
活
を
大
き
く
変
更

す
る
こ
と
な
く
通
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
③
見
沼
地
区
の
東
に
位
置
し
、
利
便

性
と
緑
地
帯
と
を
併
せ
持
つ
希
少
な
場
所
で
あ
り
、
教
育
環
境
に
優
れ
て
い
る
こ
と
、
④



学
校
の
名
称
に
「
浦
和
」
を
冠
し
て
い
る
が
、
旧
浦
和
市
内
の
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
名

称
変
更
が
必
要
な
い
こ
と
の
理
由
に
よ
り
本
起
業
地
を
選
択
し
て
お
り
、
そ
の
選
択
は
、

適
正
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

本
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
児
童
生
徒
の
学
校
生
活
に
お
け
る
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
る
。 

 
 

 
 

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を

比
較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
、

本
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法

第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ニ 

法
第
二
十
条
第
四
号
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

⑴ 

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 

 
 

 
 

ハ
⑶
の
と
お
り
、
耐
震
補
強
が
必
要
と
診
断
さ
れ
た
建
物
を
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、

児
童
及
び
生
徒
の
生
命
に
危
険
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
で
き
る
だ
け
早
期
に

安
全
な
学
校
生
活
が
送
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

よ
っ
て
、
本
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

⑵ 

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性 

 
 

 
 

本
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に

と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ホ 

結
論 

 
 

 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
、
本
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足

す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
緑
区
役
所
区
民
生
活
部
総
務
課 


